
払戻しの公告 
資金決済に関する法律第２０条第１項に基づく 

前払式支払手段の払戻しのお知らせ 

 

令和６年９月３０日に取扱い（サービス）を終了した小見川ファミリーカード

協同組合発行の前払式支払手段について、下記のとおり未使用残高の払戻しを

いたしますので、期間内に申出をお願いいたします。 

 

記 

〇払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号 

小見川ファミリーカード協同組合 

〇払戻しの対象となる前払式手段の種類  

小見川ファミリーカード協同組合共通商品券 

〇払戻しの申出期間  

令和６年１０月２４日（木曜日）９時００分から令和７年２月３日（月曜

日）１６時００分まで（来所の場合、土日祝年末年始は除く） 

※ 当該申出期間内に申出をしなかった前払式支払手段の保有者は、当該払

戻しの手続きから除斥されますので、ご注意願います。 

 

○申出の方法 

香取市商工会本所に来所、又は香取市商工会に「小見川共通商品券払戻申請

書」を郵送 ※当日消印有効 

○払戻しの方法 

香取市商工会本所に未使用の商品券を持参。確認のうえ、その場で現金と交

換。 

小見川共通商品券を持参できない場合は、申出される方の連絡先を電話にて

連絡を受け、返信用封筒と「小見川共通商品券払戻申請書」を郵送。返信さ

れた記載内容を確認のうえ、指定口座へ小見川共通商品券の額面合計金額を

振り込む。（返信用の切手代、振込手数料は当組合にて負担） 

○払戻しに関する問い合わせ先 

〒289-0313       千葉県香取市小見川７７８－２                       

小見川ファミリーカード協同組合               

０４７８－８２－３３０７（土日祝は除く）familycard@katori.or.jp 

    

令和６年１０月２４日 


